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○ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に規定する援護に関する政令

（平成21年 政令第22号） 

    
第２条第13項 

    都道府県知事は、被援護者が、第９項の規定による指導若しくは指示に従わず、又は第
10 項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、援護の変更、停止又

は廃止をすることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


